
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

iGAAP in Focus 
EUタクソノミー – 企業への報告要求 

目次 

背景 

EUタクソノミー規則 

EUタクソノミーの範囲 

第8条 開示要件 

開示の場所 

適用日 

保証 

 

 

 

 

詳細については、次のWebサイ

トを参照してください。 
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1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN 

2. CSRDは、NFRDによって導入された既存の報告要件を修正します。報告すべき内容のみならず、サステナビリティ情報の公表を要求される企業の範囲を大幅に拡大しています。CSRDはEU

加盟国の法律に転換される必要があります。CSRDの最も早い適用は、現在NFRDの範囲内にある企業で、2024年1月1日以降に開始する会計年度です。 

• 欧州連合 (EU) は、EUグリーン・ディールやパリ協定に対応して、透明性を促進し、金融資本の流れを持続可

能な投資へと方向転換するための、より広範な持続可能な金融戦略の一環として、タクソノミー (“EUタクソノ

ミー” ) を創設しました。EUタクソノミーは、投資家がより持続可能な技術やビジネスに投資を再配分できるよう

にし、2050年までに欧州を気候中立にするために貢献することを目的としています。 

• EUタクソノミーは、経済活動の分類システムであり、『タクソノミー規則 (Regulation) 』によって定められた6つの

EU環境目標のうちの1つ (またはそれ以上) を備えることで、当該経済活動は『環境的に持続可能』であるとみ

なされます。気候変動の緩和と適応の目的に最も関連性の高い貢献ができる経済活動が優先されます。 

• EUタクソノミー規則は、また、非財務報告指令 (NFRD)1の適用範囲(及び、企業サステナビリティ報告指令 

(CSRD)2 施行後に拡大される適用範囲)の企業に関する、必須開示要求を定めています。EUの規制市場で

取引されている証券を持つEU域外企業は、現在は、該当するEU規制市場によって要求される場合にはEU

タクソノミー規則の適用対象となりますが、いずれにしてもCSRDが発効すれば適用対象となります。 

• タクソノミー規則は、EUサステナブル・ファイナンス開示規則 (SFDR) の下で、金融市場参加者 (アセットマネジ

ャー、年金基金、保険会社など) が要求されている開示事項を一部修正します。これは、EU内で金融商品

の提供を行っている企業など、特定のEU域外企業に影響を与えます。 

注： 

本資料はDeloitte & Touch LLPが作成し、有限責

任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版

については、有限責任監査法人トーマツにお問い合

わせください。日本語版と原文に相違がある場合に

は、原文の記事事項を優先します。 
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https://www.iasplus.com/en
https://www2.deloitte.com/jp/ja.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0095&from=EN%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A322%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
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• N F R D  (及びC S R D発効後にはC S R D )の対象となる金融機関3は、融資、投資、保険などの金融活動における環境的に持続可能

な経済活動の割合について、業界に関する比率を開示する必要があります。  

• NFRDの適用範囲 (及びCSRD発行後にはCSRDの拡大された適用範囲) にある非金融機関は、特にその非財務情報において、環境的に持続可能で

あると認められる経済活動に関連する売上高、Capex及びOpexの割合を開示しなければなりません。タ ク ソ ノ ミ ー に準拠する活動

( Taxonomy-aligned activities) と は 、 i )規定された 6つの環境目標のう ちの 1つ以上に実質的に貢献し 、 i i ) これ ら の目標の

他のいずれにも重大な損害を与えず 、 i i i )最低限のセー フ ガ ー ド を遵守する活動です 。  

• 開示要件は段階的に導入されており、金融機関と非金融機関では異なる規則が適用されます。2021年1月1日以降に開始した報

告期間に関する、2022年1月1日以降に公表された報告書については、6つの環境目標のうちの2つに関連するタクソノミー適格4及

びタクソノミー不適格活動の割合のみが要求されました5。  2022年1月1日以降に開始する報告期間に関する、2023年1月1日以

降に公表される報告書の開示は、はるかに広範になります。2022年1月1日以降に開始する期間の非金融企業には、2つの気候関

連目的のためのタクソノミーに適合する活動の割合を表すKP Iと、それに付随するすべての定性情報の報告が求められます。この開示

は、2025年1月1日以降に開始する期間からトレーディング勘定 (Tr ad ing B ook)及び非銀行活動のタクソノミーへの準拠性

(Taxonom y-a l ignm ent)を開示しなければならない銀行を除き、金融機関についても、2023年1月1日以降に開始され2024年1

月1日以降に公表される期間において、要求されます。  

• 規則の一貫した適用を確保するために、定義と具体的な開示要件を明確にする必要があるため、必要な開示の報告スケジュールを守ることは難しいチ

ャレンジです。企業は、EUタクソノミーの報告要件を満たすために必要なデータを収集するための適切なプロセス、システム、コントロール、及び専門知識が

あることを確認する必要があります。 

欧州証券市場監督局 (ESMA) は、タクソノミー規則第8条で求められている開示を2022年の上場企業の年次財務報告書の焦点として特定しており、非

金融機関が気候変動の緩和または適応という目的を持つ経済活動とについてのタクソノミー準拠性(taxonomy alignment)を初めて開示することを考える

と、2023年はこの報告にとって重要な年になることを強調しています。 

 

 

背景 

気候変動と環境悪化は、世界的に即時かつ緊急の対応を必要とし、金融システムは重要な役割を果たします。気候関連及び持続可能性関連の問題に

関する企業報告の透明性を実現することは、世界が低炭素経済に移行する中で、長期的で回復力のあるビジネスに資本を向けるのに役立ちます。こうした

動きへの対応が世界中で起こっています。 

 

欧州では、2019年12月に欧州委員会 (EC) が欧州グリーン・ディールを提示し、2050年までに温室効果ガスの純排出量をゼロにすることを目指すと宣言したほか、

2021年4月にはサステナブル・ファイナンスパッケージと呼ばれる、EU全域におけるカーボンニュートラル経済への移行を支援し、持続可能な活動に向けた資本の流

れを改善することを目的とした一連の法的措置を発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 開示委任法第1条第8項の定義による。 

4. 「タクソノミーに適格な経済活動」 とは、その経済活動が委任法令に定められた技術的審査基準のいずれかまたはすべてを満たしているかどうかにかかわらず、EUタクソノミー委任法令に記

載されている経済活動をいう。 

5. 最初の2つの目的は、気候変動の緩和と気候変動への適応である。 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1320_esma_statement_on_european_common_enforcement_priorities_for_2022_annual_reports.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1320_esma_statement_on_european_common_enforcement_priorities_for_2022_annual_reports.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#thebenefitsoftheeuropeangreendeal
https://finance.ec.europa.eu/publications/sustainable-finance-package_en#details
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企業の報告要求を再構築する主な法律には以下のものがあります。 

 

• 非財務報告指令 (NFRD) に規定された年次報告における既存のサステナビリティ開示を強化する企業

サステナビリティ報告指令 (CSRD) 。ECは、CSRDが金融チェーンを通じたサステナビリティ情報の一貫した

流れのための不可欠な基盤であると認識しています。企業は、現在草案の形である欧州サステナビリテ

ィ報告基準 (ESRS) を使用して報告しなければなりません。CSRDはまた、大規模な非情報企業や中小

の上場企業にまでその範囲を広げています。 

• 環境目的に貢献する経済活動を分類するためのシステムを定め、範囲内の企業に対し、その企業の活

動が環境的に持続可能な経済活動とどのように、どの程度関連しているかについての情報を非財務情

報報告に含めることを要求する『EUタクソノミー規則』 (及びこれを支える委任法令);及び 

 

• 金融市場の参加者とアドバイザーに対し、提供される金融商品の環境、社会、ガバナンス (ESG) の質に

関して、より透明性を確保することを要求する、『サステナブル・ファイナンス開示規則』 (SFDR) 

 

 
EUタクソノミー規則 企業サステナビリティ報告指令  

(CSRD) 

サステナブル・ファイナンス開示規則 (SFDR) 

概要 環境の持続可能性に実質的に貢

献する活動を定義し、一定の開示

要求を課す。また、金融市場参加

者向けのSFDRの要素を一部更新し

ている。 

年次報告におけるサステナビリティ開示を強

化し、非財務報告指令 (NFRD) の要件に

取って代わる。 

金融市場の参加者及びアドバイザーによるサ

ステナビリティ報告、及び、既存の契約前及

び定期的な開示義務の一部として、顧客に

提供される金融商品のESG品質について透

明性を要求し、事後的にウェブサイトでの公

開も要求。 

範囲 NFRD適用企業（及びCSRD発

行後はCSRDの適用企業）に、

EUタクソノミーへの準拠性を報告

させる。 

全EU大企業及び全上場企業 (上場零細企

業を除く);後に中小上場企業が続く 

 

また、EUの規制市場に上場していないEU

域外企業で、EU内の純売上高が1億5000

万ユーロ (過去2会計年度連続) を超え、

EU子会社 (大規模またはEU規制市場に上

場) またはEU支店 (前会計年度の純売上

高が4000万ユーロを超える) が少なくとも一

つあるものにも適用される。詳細について

は、iGAAP in Focusを参照。 

EU域内で投資商品を提供する金融市場参

加者、EUの消費者をガイドする金融アドバイザ

ー 

CSRDとESRSの詳細については、我々の出

版物を参照してください。 

 

iGAAP in Focus – 欧州サステナビリティ報

告 - 企業サステナビリティ報告指令の全

世界的な展開 

 

iGAAP in Focus—欧州サステナビリティ報

告 - EFRAG、ESRS草案の第一弾を欧州

委員会に提出 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20220907.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20220907.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20220907.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20220907.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20220907.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20221226.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20221226.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/igaapinfocus-20221226.html
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EU域外企

業への影響 

対象: 

 

• EU域内で金融商品を提供する

EU域外企業 

• EU域外企業のEU子会社 

(NFRD/CSRDの範囲内の場

合) 

• 必要な情報を親会社に提供す

る必要があるEU親会社の非EU

子会社 

• EU規制市場に上場しているEU

域外企業は、特定のEU規制

市場で必要とされている場合は

対象となる可能性があり、ま

た、CSRDが発効すればいずれに

しても対象となる可能性がある 

対象: 

 

• EU規制市場に上場しているEU域外企

業 

• EU域外企業のEU子会社 

 

• 上記の範囲の基準を満たす、EUの規制

市場に上場していないEU域外企業 

• 必要な情報を提供する必要があ

るEU親会社の子会社 

対象: 

 

• EU域内で営業している、またはEUを拠

点とする顧客と取引している非EU金融

機関 

時期 2 0 2 1 年 1月 1日以降に

開始する期間。現在

N F R D ( 及び発効後は

C S R D ) の適用範囲内に

ある企業についての新た

な開示につい ては 、下記

の適用日を参照のこと 

次の日以後に開始する会計年度について、

段階的に効力を生ずる。 

 

• 現在NFRDの範囲内にある企業は

2024年1月1日 

• その他のEU大企業及びEU規制市

場に上場しているEU域外企業につ

いては2025年1月1日 

• EU規制市場に上場しているEU及び非

EUの中小企業については2026年1月1

日 

• 上記の範囲の基準を満たすEU規制

市場に上場していないEU域外企業

については、2028年1月1日 

主要規則は2021年3月10日から適用。

ESGに特化した金融商品の定期報告に

おける、より詳細な開示要求は2023年1

月1日から適用される。 

 

本iGAAP in Focusでは、NFRD6 (及びCSRD発行後はCSRD) の適用範囲内の企業に対して導入される開示要求に焦点を当てて、EUタクソノミー規則をより詳細に

見ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 公益事業体である大規模事業体は、会計年度中の平均従業員数が500人という基準を貸借対照表日に超えているもの。 
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EUタクソノミー規則 

 

タクソノミー規則及び委任法令 

EUタクソノミー規則7は、2020年6月22日に欧州連合の官報に掲載され、2020年7月12日に施行されました。200人を超える各産業の専門家や科学者との

協議を経て開発され、その目的は、環境的に持続可能な経済活動の分類システムである 「グリーン・リスト」 の作成です。持続可能な活動と投資慣行に関

する共通の定義を作成し、投資における 「環境の持続可能性」 のレベルを設定することで、EUタクソノミーは、以下のことを目指しています。 
 

• グリーンウォッシングを防止し、企業や投資家の透明性を高める 

• 投資家がより持続可能な技術やビジネスに投資を再配分できるようにし、2050年までに欧州を気候中立にすることに貢献する 

 

EUタクソノミー規則は、サステナビリティ情報の質と一貫性を高めるというEUの目的に不可欠な役割を果たそうとしています。それは、経済活動が環境的に持続

可能であるかどうか、すなわち、6つの規定された環境目標の1つ以上に実質的に貢献する活動であるか否か、加えて、これらの環境目標の他のいずれかに重

大な損害を与えず、最低限の社会的及びガバナンス上のセーフガードを遵守する活動否かを判断するための枠組みを設定します (下記参照)。 

 

EUタクソノミー規則は、特定の経済活動がそれぞれの環境目的に貢献しているとみなされる条件を決定するための技術的スクリーニング基準 (TSC) を設定する

委任法令によって支えられています。気候変動の緩和と適応に大きく貢献する経済活動の技術的スクリーニング基準に関する最初の委任法 (『気候委任法』) 

が2021年6月4日に採択されました。さらに、2022年3月9日に、特定の原子力・ガス活動に関する『補完的気候委任法』が続きました。残りの4つの環境目標に

対処する委任法の採択も今後予定されています。 

 

EUタクソノミー規則第8条で要求されている情報の内容と開示及びその開示義務を遵守するための方法を規定した別の委任法令 (『開示委任法』) が2021年

7月6日に公表されました。ECはまた、サポートするFAQ (下記参照) を公開しました。本iGAAP in Focusにおける残りのセクションでは、要求される開示に焦点を

当てます。 

 

開示事項 

第8条 は、NFRD8 (または発効時にはCSRD) の適用範囲にある企業に対し、その活動が環境的に持続可能な経済活動 (タクソノミーに沿った経済活動と呼ばれる) 

とどの程度関連しているかについて、技術的スクリーニング規準に従って情報を開示することを求めています。第8条は、売上高、設備投資、運営費に関する非金

融機関の定義済みKPIを規定し、環境的に持続可能な経済活動の割合を示しています。対象となる金融機関は、その業種に関連する比率を開示する必要があ

ります (後述) 。 
 

他の法令作成の基礎となる 

EUタクソノミーは他の法制上の措置の基礎にもなっています。 

 

• SFDRの下では、金融市場の参加者は、自らの金融商品がEUタクソノミーとどの程度整合しているかを報告する必要があります。これには、投資及び投資

信託、保険ベースの投資商品、個人及び企業年金、個人のポートフォリオ管理、保険及び投資の両助言が含まれます。タクソノミー規則はSFDRを修正し、

契約前の開示や定期報告における透明性に関する金融市場参加者にとっての規則を補います。 

• また、SFDRの適用対象に該当するグリーンな社債や金融商品については、表示の基礎としてEUタクソノミーを用いる必要があり、EUグリーンボンド基準では

タクソノミーを適格性のベンチマークとすることを提案しています。さらに、提案されている個人向け金融商品のためのEUエコラベルには、環境的に持続可能

な経済活動への最小投資のための閾値を定義するタクソノミーが含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する欧州議会及び理事会の規則 (EU) 2020/852、及びその改正規則 (EU) 2019/2088 

8. CSRDに従って非財務情報を公表することが義務付けられている企業の範囲は、NFRDの場合よりもはるかに広い 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139&qid=1667396817947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139&qid=1667396817947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.443.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
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見解: EU域外企業への影響 

EU規制市場で負債証券または株式証券を上場しているEU域外企業は、当該市場で要求されている場合は、EUタクソノミーとの整合性を現時点でも報

告することが求められていますが、そうでなかったとしても、CSRDが施行された時点で対象となります。 

 

EU企業の子会社であるEU域外企業は、親会社がNFRD (または発効時にはCSRD) の適用対象である場合、EUの親会社がEUタクソノミー規則第8条に従

って報告義務を果たすのを支援するために、関連情報をEUの親会社に提供する必要が生じる場合もあります。 

 

EU域内で金融商品を提供するEU域外企業は、既存の契約前及び定期的な開示義務の一部として特定の開示を提供する必要があり、事後的には、

EUサステナブル・ファイナンス開示規則 (SFDR) に基づくより広範な要求事項の一部として、自社のウェブサイトで開示する必要があります。SFDRはEUタクソ

ノミー規則によって更新され、EUタクソノミー規則に基づく製品の新しい財務情報開示要件を追加しました。 

 

 

EUタクソノミーの範囲 

EUタクソノミーは、以下のように、それぞれの対象について別々の方法で適用されます。 

 

1. 現在、非財務報告指令 (NFRD)9の対象となっているすべての企業と、企業サステナビリティ報告指令 (CSRD) 適用後はその対象となるすべての企業 (上記の

適用範囲参照)には、全ての大企業10とEU規制市場に上場している企業（ただし零細企業は除く）が含まれます。 

2. EU域内で金融商品を提供する金融市場参加者;及び 

3. EU及び加盟国によって採択された措置に従って環境的に持続可能なものとされた金融商品または社債に関する、金融市場参加者または発行者。 

 

この範囲には、EU規制市場に上場しているEU域外企業や、EU域外企業の大規模なEU子会社が含まれる。 

 

この規制は、EU規制市場に上場している中小企業(small and medium-sized enterprises/”SMEs”)を除き、SMEsに新たな要件を課すものではありません。また、

SME growth marketsやmultilateral trading facilitiesに上場されている中小企業は含まれません。 

 

 

第8条 開示要件: NFRDの適用範囲内の企業 

開示要件:NFRD (及びCSRD) の適用範囲内にある非金融会社 

KPIの開示 

タクソノミー規則第8条の適用を受ける非金融会社は、以下の3つのKPIを開示しなければならない。 

 

 
環境的に持続可能な経済活動とみなされる活動の割合, 

パーセンテージ: 

売上 

CapEx 

OpEx 

 

これらのKPIを (必要な補足説明とともに) 報告することで、企業の現在及び計画中の活動が環境目標にどのように貢献しているか、また、現在のタクソノミー

に整合した経済活動の範囲をどのように拡張しているか、または最大5年間以内にタクソノミーとの整合を目指しているかについての洞察が得られるはずです。

第8条で要求されている開示は重要性評価の対象外であり、常に提供されなければなりません。しかし、非金融会社についてはOpExに関連する重要性の免

除があり、開示委任法の付録Iは代替的な開示を要求しています。 

 

タクソノミー規則が施行された最初の年 (2021年1月1日以降の期間) は、開示すべき割合は、タクソノミー適格活動と非適格活動のみに基づいていました。

それ以降の年は、タクソノミーに準拠活動に基づく割合の開示も必要です。KPIの算出方法に関する詳細及び発効日は以下の通りです。 

 
 
 
 
 

9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN 

10. 大企業は次の3つの基準のうち少なくとも2つの基準を超えるもの:総資産合計:20百万ユーロ;純売上高:40百万ユーロ;期中平均従業員数:250人 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0095&from=EN
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3つのKPIはそれぞれ一定の基準を満たす必要があり、3ステップで計算することができます。 

 

ステップ1–適格な活動を特定する 

最初のステップは、企業のタクソノミーに適格な経済活動を特定することです (詳細は後述) 。 

 

気候委任法は、次の産業を含む経済活動を詳述しています。環境保護・再生活動、製造業、エネルギー、上水道・下水道・廃棄物管理・浄化、輸送、建設・

不動産業、電気・蒸気・空調、情報通信技術、そして専門的、科学的、技術的な活動。 

 

気候変動への適応に関する気候委任法の付録IIには、金融・保険、教育、人間の健康と社会事業、住居のケアと芸術、娯楽とレクリエーション活動などの

追加的な経済活動が含まれていることにも留意してください。 

 

Observation : 産業と活動の収斂 

気候委任法には、活動が気候変動の緩和や適応に大きく貢献する可能性のあるすべての産業に関する規準が含まれているわけではありません。EUタク

ソノミーは時間をかけて開発されており、また、委任法やその改正には、追加の経済活動や産業が含まれる場合があります。例えば、共通農業政策に関す

る関係団体の交渉が進行中であることを考慮し、農業部門の規準は今後の委任法に含まれる可能性があります。その間、気候委任法の対象とならな

い分野で経済活動を行っている企業は、EUタクソノミー規則への準拠性について報告することができなくなります。 

 

気候変動の緩和と適応に最も関連性ある貢献ができる経済活動が優先されることと、それらが現在どの程度 「環境的に持続可能」 であるかを考慮するこ

ととは分けて考える必要があります。優先事項には、CO2排出量に大きく貢献する部門と、その変革を可能にする活動が含まれます。これは、エネルギーや

製造業などの変革を進めている産業が、EUの気候目標を達成する上で果たす重要な役割を反映しています。 

 

Observation : 原子力と天然ガスの活動 

EU加盟国は、EUタクソノミーの経済活動リストから原子力と天然ガスを除外することについて激しい議論を行いました。このような活動は、石炭などのより

有害なエネルギー源からの移行を加速させ、低炭素の再生可能エネルギーへの移行を促進すると考える人もいます。2022年7月には、EUタクソノミーに該

当する経済活動のリストに特定の原子力・天然ガス活動を組み込む補完的な気候委任法が公表され、2023年1月1日から適用されます。 

 

Observation : バリューチェーンの考慮事項 

ECは、そのFAQ (FAQ 8) において、ほとんどの場合、気候委任法の活動の説明にはバリューチェーンへの参照が含まれていないため、タクソノミーに適合する活

動の報告は、一般的に、企業のバリューチェーンの評価を伴わないことを確認しました。同様に、企業は、特に適格性報告の段階でサプライヤーの持続可能

性を評価することは期待されていません。詳細はFAQに記載されています。 

Observation: Taxonomy-eligible vs Taxonomy-aligned 

「タクソノミーに適格な経済活動(Taxonomy-eligible economic activity)」 とは、EUタクソノミーの経済活動リストに沿った6つの環境目的のうち1つ以上に貢献

する可能性のある活動です。経済活動は、委任法令に定められた技術的スクリーニング規準のいずれかまたはすべてを満たしているかどうかにかかわらず、適格

(eligible)であることができるため、適格性は環境パフォーマンスの指標ではありません。 

 

「タクソノミーに準拠する経済活動(Taxonomy-aligned economic activity)」 は、EUタクソノミー委任法に含まれる関連する技術的スクリーニング規準を満た

している場合、すなわち、6つの環境目的の少なくとも1つに実質的に貢献し、他の5つに重大な損害を与えず、最低限のセーフガードを遵守している場合

で、環境的に持続可能であるとみなされる活動です。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=EN
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本規則で定義された6つの環

境目標のうち少なくとも1つに

実質的に貢献する 

本規則で定義されている他の5つ

の環境目的のいずれにも 

重大な損害を与えない 

     
ミニマムセーフガード 

に準拠する 

 

 
 

ステップ2–技術的規準への準拠性のレビュー 

2番目のステップは、適格な活動 (ステップ1による) がタクソノミーに準拠しているかどうかの特定です。 

 

各活動の技術的スクリーニング規準は定性的及び定量的であり、EUタクソノミーで定義されています。活動がタクソノミー規則の下でサステナブルであるかどうか判

断するために、この規準が満たされなければなりません。 

 

適格な活動が準拠しなければならない3つの技術的規準があります。 

 
 

 

 

1. 適格な活動は、さらに以下の6つの環境目標のうち1つ以上に実質的に貢献する必要があります。 

a. 気候変動の緩和 

b. 気候変動への適応 

c. 水及び海洋資源の保全 

d. 循環経済への移行 

e. 汚染の予防及び管理 

f. 生物多様性及び生態系の保護と回復 

 

2022年1月1日から報告が求められる開示は、タクソノミー規則で定義されている最初の2つの気候関連環境目的に関す

るものです。 

 

• 気候変動の緩和：パリ協定で示されているように、世界の平均気温の上昇を2°Cを十分下回る水準に維持し、産

業革命前の水準から1.5°C上昇に抑える努力を追求するプロセス 

• 気候変動への適応：実際及び予想される気候変動とその影響に適応するプロセス 

 

6つの環境目的のうち1つ以上に実質的に貢献している場合、活動を適合させることができます。気候変動の緩和に

は、以下が含まれます。 

 

• 低炭素活動－2050年までのカーボンニュートラル経済に適合 

• 移行活動－まだカーボンニュートラルではないがカーボンニュートラル経済に貢献 

• 支援活動－他の活動による実質的な貢献（CO2排出量が削減など）を直接可能にする活動 

 

気候変動への適応には、以下が含まれます。 

 

• 適応活動－重要な問題を特定するために気候リスク脆弱性評価を実施した後に気候変動に適応するため

の措置 

• 支援活動－気候変動の悪影響を防止及び/または制限する解決策を提供することによって、他の活動による適

応を直接可能にする活動 

 

適格とはされていませんが、気候目標の1つに実質的に貢献していると考えられる活動については、EUサステナブル・

ファイナンスのプラットフォームに対して要請を出し、技術的スクリーニング規準についてECにアドバイスをしてもらい、委

任法令の将来のバージョンに含めてもらうことを検討してもらえます。 

 

ECはまた、活動の適格性のレビューと対応する規準のスクリーニングを容易にするために、EUタクソノミー・コンパスを発行

しました。

 

 
 

本規則で定義された6つの環

境目標のうち少なくとも1つに

実質的に貢献する 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
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2. 識別された活動は、EUタクソノミー規則の残りの5つの環境目的のいずれにも重大な損害を与えてはならない。 

EUタクソノミー規則に含まれ、委任法令に明記されている重大な損害を与えない (do no significant harm, DNSH) 規

準は、活動がEUの6つの環境目的のいずれかに重大な損害を与えるかどうかを判断するための規則を定めています。こ

れらの規準は、環境目標に固有のものである場合もあれば、例えば気候リスクと脆弱性の評価や環境影響評価など

の一般的な要件を含む場合もあります。 

 
 
 
 
 

3. 識別された活動は、EUによって定義されたミニマムセーフガードに従う必要があります。 

活動は、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言及び国際人権章典において特定された8つの基本条

約に定められた原則及び権利を含む、OECD多国籍企業ガイドライン及び国連ビジネス及び人権に関する指導原則

を含む、最低限の人的及び労働的保障措置に従って行われるべきです。 

 

EUのサステナブル・ファイナンスのプラットフォームは、2022年10月に、タクソノミー規制に関連したミニマムセーフガードの

適用についてアドバイスする報告書を最終化しました。このレポートは、企業や投資家が実際に要件をナビゲートでき

るようにすることを目的としています。 

 

上記の基準(例:OECDガイドライン、国連指導原則)の分析を通じて、報告書は、ミニマムセーフガードの遵守を定義すべき

次の4つの中核的なトピックを特定しています。 

 

• 労働者の権利を含む人権 

• 贈収賄・汚職 

• 課税 

• 公正な競争 

 

報告書はまた、以下を考慮すべきであると推奨しています。 

 

1. ミニマムセーフガード (MS) を遵守していないことを示すものとして、労働権、贈収賄、課税、公正な競争など、

人権に関する企業のデューディリジェンスプロセスが不十分または不存在 

2. MSへの不適合の兆候として、これらのトピックのいずれかの違反に対する企業の最終負担 

3. ナショナル・コンタクト・ポイント 「NCP」 (OECDガイドラインの実施を支援するためにOECD諸国によって設立され

た機関) との協力の欠如と、OECD NCPによるOECDガイドラインの不遵守 

4. ビジネス・人権リソースセンターによる、コンプライアンス違反の兆候としての申し立てへの非対応 

 

 

 
ミニマムセーフガード 

に準拠する 

 

 
 

本規則で定義されている他の

5つの環境目標のいずれにも 

重大な損害を与え

ない 

 

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/221011-sustainable-finance-platform-finance-report-minimum-safeguards_en.pdf
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1. 売上高－タクソノミー準拠である製品またはサービス(「純売上高」は会計指令第2条第5項に規定されている；IFRS基準を適用する企業は、IAS第

1号第82項 (a) に従って「収益」を表示すべきである)から得られる純売上高の割合。 

2. CapEx－既にタクソノミー準拠であるか、またはタクソノミー準拠を延長または達成するための達成可能な計画の一部である経済活動で発生した総設

備投資 (有形資産と無形資産の両方) の割合。タクソノミー準拠活動からの生産物の購入に関連するCapExと、エネルギー効率機器や電気自動車

の充電ステーションなどの特定の個別措置も含まれるが、その措置が18ヶ月以内に実施され、運用されることを条件とする。 

3. OpEx－タクソノミー準拠の活動または計画の一部(研究開発、建物の改修、短期リース、維持修繕に関する直接費用)に関連する費用の割合。 

タクソノミー・アラインの活動からの生産物の購入に関連するOpExと、温室効果ガス削減につながる特定の個別措置も含まれるが、その措置が18ヶ月

以内に実施され、運用されることを条件とする。設備投資及び費用の計画は、行政機関またはその他の適切なコーポレート機能によって承認される必

要がある。 

 

ステップ3–タクソノミー準拠の程度を計算する - KPI 

非金融会社について開示される3つのKPIは以下のとおりです。 

 

 

『開示委任法』は、EUタクソノミー規則第8条に基づく開示義務を規定しています。同法の付録Iは、非金融会社に対し、開示すべきKPIの内容、KPIに付随

する背景等の情報及びKPIの報告方法を提供しています。 

 

非金融会社は以下を実施する必要があります。 

 

• 移行活動及び支援活動のサブセットを含む各経済活動を特定する； 

• 各経済活動のKPI及び全ての経済活動のKPIの合計を当該企業又はグループのレベルで開示する； 

• 環境目標ごとのKPIと、すべての環境目標を対象とした企業またはグループのレベルでのすべての環境目標のKPIの合計を開示し、二重計上を避ける； 

• 以下を識別する： 

– タクソノミー準拠の経済活動の割合； 

– 技術的スクリーニング規準を満たさないタクソノミー適格経済活動の割合； 

– タクソノミー適格な経済活動のうち、タクソノミー準拠となっている割合； 

• タクソノミー適格ではない経済活動を特定し、企業またはグループのレベルでそれらの経済活動が売上高KPIの分母に占める割合を開示する； 

• KPIは、当該企業が個別の非財務諸表のみを作成している場合は個別企業のレベル、当該企業が連結の非財務諸表を作成している場合はグループのレベ

ルで提供される。 

 

KPIは、付録IIのテンプレートを使用して表形式で表示し、移行活動や支援活動を含む追求する経済活動、到達した環境目標に基づいてKPIの内訳を提供

する必要があります。付録Iは、IFRSの代わりに自国のGAAPを適用する非金融会社のガイダンスを提供しています。 

 

例として、タクソノミー準拠の経済活動に関連する製品またはサービスからの売上高の割合を開示するために使用されるテンプレートは次のとおりである11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. テンプレートの作成方法の詳細については、開示委任法の付録IIを参照。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.443.01.0009.01.ENG
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追加の説明情報 

KPIに加えて、開示委任法の付録Iは、以下を含む必要で詳細な説明情報を定めています。 

 

• KPIの分子への配分を含む、「環境的にサステナブルな」売上高、営業支出、設備投資の計算を説明する会計方針 

• タクソノミー準拠の活動とタクソノミー適格の活動の性質の説明、経済活動全体の観点から、売上高、CapExとOpEx のKPIの分子への配分における二

重計上の回避方法、複数の目的に寄与する経済活動の計上方法、KPIの分解の基礎を含む、EUタクソノミー規則へ遵守の評価 

• 3つのKPIに関する次の説明情報。 

– KPIの算出方法； 

– 各KPIの数値の説明及び報告期間中に数値が変動した理由； 

– 経済活動の性質； 

– KPIの基礎となる計画 

 

企業は、タクソノミー準拠でない経済活動に関する技術的スクリーニング規準の評価を開示する必要はありませんが、投資家は将来のタクソノミー準拠への計画を

理解するのに役立つように、開示することを望むかもしれません。 

 

開示要求：NFRD (及び施行後のCSRD)の対象となる金融会社 

金融会社の開示要求は、事業形態（銀行、投資会社、資産運用会社、保険会社/再保険会社)や活動内容（融資・投資・保険)によって異なります。

報告される指標の多くは、基礎となる投資先企業が報告したKPIに依存しています。NFRD（及びCSRD施行後はCSRD) の範囲内で金融会社が開示しなけ

ればならないKPIは、金融活動におけるタクソノミー準拠活動の割合に関連しており、開示委任法で以下のように規定されています。 

Observation：定義 

委任法令では、経済活動、売上高、CapEx、OpExなど、日常的に使用される用語に特定の定義を与えています。企業は、これらの定義をKPIの計算に適

用する際には、財務諸表の項目からは読み取ることができない場合があるため、注意が必要です。例えば、タクソノミーの意味におけるOpExの定義は、IFRS

会計基準で営業費用として扱われるものよりもはるかに狭く、有形固定資産の維持及びサービスに関連する費用（資本的支出でないもの）を対象と

し、減価償却費や設備関連費用を除外しています。IFRS第16号の使用権資産の認識につながるリースのみ、CapExの計算には、を含めるべきです。 

 

Observation：経済活動の特定 

3つのKPIを開示できるようにするためには、適格かつ準拠の経済活動の特定は、報告主体の視点だけでなく、その主体が行った購買や投資に関連して検

討する必要があります。後者は、報告主体に対する製品やサービスの供給者である別の主体の活動の適格性と準拠性を考慮することを伴います。これに

より、例えば、準拠活動に関する売上高はゼロで、OpExまたはCapExのみを報告する企業が出てくる可能性があります。 
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• 信用機関（銀行）－付録V及びVI-グリーン資産比率 (GAR) 

信用機関の主要なKPIは、グリーン資産比率 (GAR) であり、これは、信用機関の資産が対象資産 (資産の種類の連結の健全性範囲に従って資産計上され

たエクスポージャー) 全体に占めるタクソノミー準拠活動への投資割合として定義されます。 

 

環境的にサステナブルな資産によって追求される環境目的の内訳、取引相手の種類、移行活動と支援活動のサブセットも提供されるべきです。信用機関はま

た、オフバランス資産のKPIと、段階的導入期間を条件として、他の非財務活動に関連する手数料と手数料のKPI、及び該当する場合はトレーディング勘定のKPI

を報告する必要があります。 

• 投資会社－付録VII及び付録VIII 

企業は、コア投資サービス及び自己勘定取引のグリーン活動(GAR)に関するKPIと、自己勘定で取引を行わないサービス及び活動に関するKPIを開示する必要が

あります。投資会社は、自己勘定で取引する投資会社のサービスと活動のGARを計算するために、基礎となる投資先企業のKPIに依存する必要があります。 

• 資産運用会社－グリーン投資比率 (GIR) －付録III及びIV 

GIRは、資産運用会社が管理するすべての対象資産の価値に占める、合計した及び個々のポートフォリオ管理活動からのタクソノミー準拠の投資の割合として定

義されます。資産運用会社は、投資先企業のKPIに依存して独自のGIRを計算する必要があります。資産運用会社は、さらに、各環境目的の内訳を提供し、

環境的にサステナブルな経済活動の集計については、移行及び支援活動のサブセットと投資の種類を提供する必要があります。 

• 保険者及び再保険者－付録IX及び付録X 

保険会社及び再保険会社は、グリーン活動に資金を提供する投資活動及び引受活動に関するKPIを開示する必要があります。投資KPIは、保険会社及び再

保険事業者の引受活動から生じる資金に対する投資方針に関するものです。引受KPIは直接引受業務に関係します。 

 

なお、デリバティブは、資産や経済活動の資金調達ではなく、カウンターパーティ・リスクの軽減に主に利用されることから、金融会社のKPIの分子からは除外されて

います。ただし、金融機関の総資産をカバーするため、金融機関のグリーンレシオの分母にはデリバティブを含めます。 

 

タクソノミー規則が適用される1年目及び2年目 (2021年及び2022年1月1日以降開始する期間) には、開示委任法第10条第2項に規定されているように、

金融事業者は特定の開示のみを行う必要があります。適用日の詳細については、下を参照してください。 

 

開示委任法は、第8条の開示義務を遵守するための詳細な規則を定めており、KPIの内容、方法論及び表示は、多くの付録に定められています。 

 

計算に関する情報は、開示委任法に従って開示されるべきです。 

 

追加の説明情報 

KPIに加えて、開示委任法の付録XIは、以下を含む金融機関に必要とされる詳細なコンテキスト情報を定めています。 

 

• KPIに関する説明情報(例えば、資産・活動の範囲やデータソース) 

• タクソノミー準拠の経済活動の性質と目的の説明、及びこれらの活動の時系列の変化 

• EUタクソノミー規則への遵守の記載 

 

開示する場所：NFRDの適用範囲内のすべての企業 (及び施行のCSRD) 

企業は、各法域の制度に応じて、年次報告書または別の報告書内の非財務諸表で開示すべきです。CSRDが施行されると、タクソノミーの開示は、マネジメン

ト・レポートの専用セクションとなるサステナビリティ報告に含まれます。開示委任法の付録は、使用が義務付けられている報告テンプレートを提供しています。 

 

適用日：NFRDの適用範囲内の会社 (及び施行後のCSRD) 

開示委任法は段階的に適用されており、2021年の活動に基づいて2022年1月1日以降に発行される報告書において最初の開示が要求されています。以下に

示す最初の要件は、最初の2つの気候関連の環境目標 （気候変動緩和と気候変動適応) のみを開示することです。残りの目標に対する報告は、それらの

目標の技術的スクリーニング規準を含む委任規則が採択された1年後に導入されます。12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 開示委任法第8条第5項 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.443.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021R2178&from=EN
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Observation：比較情報の開示 

金融機関と非金融企業の両方とも、KPIの比較情報を含める必要がありますが、これは2021年と2022年の報告期間には要求されません。企業は(非金

融企業の場合)、2023年の報告期間から比較情報を開示する必要があり、その際は2022年の情報を比較情報として開示します。 

Observation：データ収集の課題 

データの照合には、企業によっては多大な時間とリソースが必要になります。企業は、EUタクソノミーによって定められた規準と定義を満たすために必要なデー

タを収集するためのプロセスとシステムの導入を計画する必要があります。また、データの正確性、完全性、トレーサビリティを確保するために、内部統制を導

入する必要があります。 

 

企業は、報告すべき情報を理解するために専門家の知識と専門的意見を必要とする場合があります。議論の対象となる活動によっては、適格性と準拠性

の評価には複雑な考慮が必要であり、社内の複数の分野の専門家(財務報告、サステナビリティチーム、技術的主題の専門家など)の関与や、外部専門

家からの意見を必要とする場合があります。 

 

 
 

レポートの発行日 報告期間 開示要件 

2022年1月1日以降 2021年 非金融企業は、気候変動の緩和と気候変動への適応という最初の2つの環境

目的のための活動全体に関連して、定性的情報とタクソノミー適格及びタクソノ

ミー非適格の経済活動13(総売上高、CapEx、OpEx)の割合を開示します。これ

らの活動のタクソノミー準拠に関する情報は、この年は要求されていないことに注

意してください。 

 

金融企業は、開示委任法第10条第2項に定める一定の開示事項のみを開示

します。 

2023年1月1日以降 2022年 非金融企業：開示委任法は、最初の2つの環境目的について完全に適用

されます。14 活動全体に関連し、かつ、同法に規定する表形式で、定性的

な情報及びタクソノミー準拠の経済活動及びタクソノミー適格の経済活動

（総売上高、CapEx、OpEx）の双方の割合を開示することが要求されま

す。 
 

金融機関：前期と同様(上記参照) 。 

2024年1月1日以降15 2023年 金融機関：開示委任法が[ソブリン債及び非NFRD適用企業へのエクスポ

ージャーや投資がKPIに完全には反映されていない可能性があることを理解し

た上で]完全に適用となります。 

2026年1月1日以降 2025年 信用機関（銀行）のトレーディング勘定及び非銀行活動のKPIに開示委任法

が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

13. 「タクソノミー適格な経済活動」 とは、EUタクソノミーの経済活動リストに沿って、6つの環境目的のうち1つ以上に貢献する可能性のある活動です。 

14. 残りの4つの目標に対する報告は、これらの目標の技術的スクリーニング規準を含む委任規則が採択されてから12か月後に導入されます。現在、これがいつになるかは明らかではありませ

ん。 

15. CSRD法は段階的に施行され、最も早い適用は2024年1月1日以降に開始される会計年度です。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.443.01.0009.01.ENG
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Deloitte Accounting Research Tool (DART) は、会計及び財務に関する開示資料の包括的なオンラインライブラリです。iGAAP on DARTは、IFRS基準のす

べてにアクセスできるようにし、次のものとのリンクを可能にする 

• IFRS基準に基づく報告のガイダンスを提供するデロイトの権威ある最新のiGAAPマニュアル 

• IFRS基準に基づいて報告する事業体の財務諸表のモデル化 

また、iGAAPの数字のボリュームを超えては、企業の価値を著しく高めることができる、より広範な環境、社会、ガバナンスの問題に照らして、企業が考慮しな

ければならない開示要件と推奨事項に関するガイダンスを提供している。 

DARTでiGAAPのサブスクリプションを申請するには、こちらをクリックして申請プロセスを開始し、iGAAPパッケージを選択します。サブスクリプションパッケージの

価格など、DARTにおけるiGAAPの詳細については、こちらをクリックしてください。 

 

Observation：最初の報告要件に関するガイダンス 

ECは、開示委任法に関する様々なFAQ文書を公表しています。 

 

• EUタクソノミー第8条委任法とは何か、実務上どのように機能するのか。 

 

• 企業がタクソノミー適合の経済活動を報告し、開示委任法の要件を適用するのに役立つFAQ第2弾が2021年12月に発行されました (2022年1月に更

新) 。これには、例えば、開示委任法の適用、定義の明確化、及び混合グループ (金融事業と非金融会社の両方) の報告のための段階的なスケジュール

が含まれます。 

 

• 2022年2月には、開示委任法の実施を支援するために、開示委任法の内容を明確にすることを目的として、さらなるFAQが発行されました (その後、

2022年10月に官報に掲載) 。FAQは非金融会社：金融会社；資産運用会社；保険会社；信用機関；債券市場；一般的な質問；及び、同法

が他の規制とどのように相互作用するかについての質問をカバーしています。 

 

加えて、 

 

• サステナブル・ファイナンスのプラットフォームは、タクソノミー適格報告の一部として自主的な情報を開示する企業を支援し、タクソノミー準拠報告の義務化

への移行に備えるのに役立つ付録を発行しました。 

 

• 欧州委員会は追加のFAQを発行しています。 

 

– EUタクソノミーとは何か、実務上どのように機能するのか。 

 

– 受託者責任、投資及び保険の助言に関するタクソノミー気候委任法及び改正委任法 

 

• ESMAは、タクソノミー第8条で要求されている開示を、2022年の上場企業の年次財務報告の重点分野とすることを声明の中で言及しており、

ESMAが注目しているEUタクソノミー規則の要件について議論しています。 

 

 
保証 

EUタクソノミー規則自体は、第三者による開示の検証について言及していません。しかし、EU加盟国の中には既に非財務情報への保証を求めている国もあります。

企業がCSRDの範囲に入ると、企業のサステナビリティ報告には限定保証が義務付けられます。この報告には以下が含まれます。 

• EUタクソノミー規則に基づいてマネジメント・レポートに報告される指標(すなわち、企業の「グリーン」な売上高、CaPex、OpEx)。これは、会計指令第34条第1

項の新 (aa) に明記されています。 

• 企業が報告すべき情報を特定するために実施するプロセス。これは、報告された情報が正確で信頼できるものであることを担保するために役立ちます。 

 

ECは、合理的保証に移行するかどうかを将来的に検討します。 

なお、金融市場参加者による契約前及び定期的な報告については、デュー・ディリジェンスの義務が存在しており、また、財務諸表監査の監査人は、財

務諸表との整合性や監査で得られた知識との整合性を確認するために、年次報告書に含まれるその他の記載内容を通読する必要があります。 

詳細情報 

内容についてご質問がある場合は、Deloitteの通常の連絡先にお問い合わせいただくか、このiGAAP in Focusにある連絡先にお問い合わせください。 

https://dart.deloitte.com/iGAAP/
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/help/dart-sitemap/sitemap/beyond-numbers/vol-e-beyond-numbers
https://subscriptionservices.deloitte.com/request/plan
https://www.deloitte.com/global/en/services/audit/services/igaap-on-dart-global.html
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=EN
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-12/sustainable-finance-taxonomy-eligibility-reporting-voluntary-information_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-04/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-04/sustainable-finance-taxonomy-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1805
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1320_esma_statement_on_european_common_enforcement_priorities_for_2022_annual_reports.pdf
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